
女
性
の
貧
困
と

そ
の
実
態

な
ぜ

女
性
が
貧
困
に

陥
る
の
か

引用：阿部彩 (2018)「日本の相対的貧困率の動態：2012から 2015年」

【表 2】年齢層別・性別の相対的貧困率（2015年）
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70 代以上の女性の
貧困率が高くなっている

（％）

　
「
国
民
生
活
意
識
調
査
」（
厚
生
労
働
省
２
０
１
６
年
）に
よ
れ
ば
、
経
済
的
に
困
っ
て
い
る
人
の

割
合
が
、
世
帯
全
体
で
は
56
・
５
％
、
高
齢
者
世
帯
で
52
・
０
％
、
母
子
世
帯
で
は
82
・
７
％
に

上
る
と
い
い
ま
す
。
今
や
だ
れ
に
と
っ
て
も
身
近
な
問
題
で
あ
る
貧
困
。
今
回
は
、
女
性
の
貧
困

の
現
状
と
そ
の
背
景
、
高
齢
女
性
の
貧
困
問
題
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

高
齢
女
性
の
貧
困
を
考
え
る

～
自
分
ら
し
い
人
生
設
計
を
守
る
た
め
に
～

　
こ
こ
で
女
性
の
貧
困
率
を
見
て
み
ま

し
ょ
う【
表
2
】。
20
代
半
ば
で
最
初
の

ピ
ー
ク
が
来
た
後
は
、
概
ね
50
代
ま
で
は

15
％
内
で
推
移
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら

は
若
年
単
身
女
性
の
貧
困
と
、
結
婚
後
の

被
扶
養
・
共
働
き
と
し
て
の“
安
定
”、
ま

た
世
代
と
し
て
の
一
定
の
就
労
率
が
う
か

が
え
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
60
代
に
な
る
と
貧
困
率
は

徐
々
に
高
ま
り
、
70
代
を
超
え
る
と
20
％

を
軽
く
超
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
夫
が
退
職

し
年
金
生
活
に
入
っ
た
た
め
、
ま
た
は
夫

亡
き
後
も
遺
族
年
金
に
頼
れ
な
い
、
或
い

は
、
女
性
の
低
年
金
・
無
年
金
な
ど
の
理

由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
か
つ
て
は
、
女
性
は
結
婚
し
て
出
産
・

子
育
て
を
し
、
男
性
は
稼
ぎ
手
と
な
り
外

で
働
く
。
未
婚
の
女
性
は
父
親
の
扶
養
の

も
と
守
ら
れ
る
。
こ
ん
な
社
会
状
況
が
あ

り
ま
し
た
。
女
性
が
単
独
で
社
会
に
出
て

い
く
ケ
ー
ス
が
少
な
か
っ
た
時
代
で
し
た
。

結
婚
が「
永
久
就
職
」と
い
わ
れ
た
の
も
そ

の
為
で
し
ょ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
今
は
男
性
も
倒
産
や
解
雇

に
遭
い
、
非
正
規
で
働
か
ざ
る
を
得
な
い

時
代
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
家
族
構

　
１
９
８
４
年
に
は
15
・
３
％
だ
っ
た
非
正

規
雇
用
者
の
割
合
は
年
々
増
加
し
、
２
０

１
４
年
に
は
37
・
４
％
と
、
倍
以
上
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
１
９
９
０
年
と
２
０
１
４
年
の

非
正
規
雇
用
者
の
割
合
を
年
代
別
に
比
較

す
る
と
、
24
歳
ま
で
の
若
者
で
は
倍
以
上

に
、
55
歳
以
上
の
年
代
で
も
高
齢
に
な
る

に
つ
れ
大
き
く
増
加
し
て
い
ま
す【
表
1
】。

　
給
与
に
関
し
て
も
非
正
規
雇
用
は
正
規

雇
用
の
４
割
か
ら
５
割
程
度
で
、
２
０
１

7
年
デ
ー
タ
に
よ
れ
ば
、
正
規
雇
用
者
平

均
が

494
万
円
に
対
し
、
非
正
規
平
均
が

175

万
円
で
す（
国
税
庁
調
査
）。
女
性
の
平
均

額
は
さ
ら
に
低
く
、

150
万
円
前
後
と
も
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
働
く
人
の
ほ
ぼ
４
割
が
こ
う
し
た
低
賃

金
に
よ
る
不
安
定
な
雇
用
で
生
活
を
賄
っ
て

い
る
現
実
。
し
か
も
非
正
規
雇
用
の
約
７

割
が
女
性
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
配
偶
者

の
い
な
い
世
帯
は
約
4
割
と
な
っ
て
お
り
、

女
性
の
貧
困
の
現
況
が
う
か
が
え
ま
す
。

　
非
正
規
雇
用
は
生
活
に
余
裕
が
な
く
、

食
費
や
医
療
費
を
切
り
詰
め
て
い
け
ば「
健

康
格
差
」に
も
繋
が
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状

況
は
、
や
が
て
は
、
貯
蓄
な
し
、
健
康
保

険
な
し
、
年
金
な
し
な
ど
生
涯
に
亘
る
困

窮
を
生
み
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
新
卒
時
に
正
社
員
を
望
む
も
派
遣
社
員

と
し
て
働
か
ざ
る
を
得
な
い
女
性
、
ま
た
、

子
育
て
し
な
が
ら
で
は
な
か
な
か
正
社
員

と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
い
に
く
い
シ
ン

グ
ル
マ
ザ
ー
が
非
正
規
雇
用
で
生
活
を
凌し

の

い
で
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

成
や
生
活
ス
タ
イ
ル
も
多
様
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。
旧
来
の
家
族
単
位
の
社
会
保

障
や
、
配
偶
者
控
除
な
ど
税
制
上
の
有

り
様
が
、
今
の
時
代
状
況
に
そ
ぐ
わ
な
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
男
女
雇
用
機
会
均
等
法（
※
3
）は
あ
っ
て

も
、
賃
金
の
男
女
比
は
依
然
と
し
て
大
き

く
、
正
規
雇
用
の
７
割
が
男
性
と
い
う
状

況
。
誰
も
が
基
本
的
な
生
活
に
困
ら
な
い

よ
う
に
、
正
規
雇
用
を
増
や
し
、
非
正
規

雇
用
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
、
そ
う
し
た
改
善

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
同
時
に
、
女

性
は
、
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
ス
タ
イ
ル

で
あ
っ
て
も
自
立
し
て
生
き
て
い
け
る
よ

う
、
自
分
ら
し
い
人
生
設
計
を
早
い
時
期

か
ら
立
て
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

※1  相対的貧困率…ある国や地域の大多数よりも貧しい相対的貧困者の全人口に占める比率。
※2  OECD加盟国…経済協力開発機構。国際経済全般について協議することを目的とした国際機関 （英: Organisation for Economic Co-operation and Development）
※3  男女雇用機会均等法…雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

　
日
本
の
相
対
的
貧
困
率（
※
1
）が
15
・

６
％
と
、O

Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国（
※
2
）30
国
の
平

均
10
・
２
％
を
上
回
っ
た
と
の
報
道（
２
０

１
５
年
）は
、
少
な
か
ら
ず
衝
撃
を
与
え
ま

し
た
。
こ
の
年
の
貧
困
ラ
イ
ン
は
、
年
収

122
万
円
。一
人
親
世
帯
の
貧
困
率
は
過
半

数
を
超
え
て
い
ま
し
た
。

　
国
内
外
を
問
わ
ず
、
日
本
の
貧
困
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
な
か
、
そ
の
大
き

な
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
非

正
規
雇
用（
派
遣
・
契
約
・
パ
ー
ト
・
ア
ル

バ
イ
ト
な
ど
の
雇
用
）の
増
加
で
す
。

女性が貧困となる主なケース
女性が貧困となる外的要因は様々ですが、生活を支え
る収入源が女性一人にかかっているケースが多く、主に
非正規雇用の一人暮らし、子育て中のシングルマザー、
わずかな年金で暮らす高齢者などとなっています。

夫と死別・離別し、
わずかな年金で1人で暮らす高齢女性

夫との死別・離別により、シングルマザーと
して働くも、低賃金で経済的には厳しい状況

将来

新卒で派遣雇用のまま、賞与や退職
金などもなく貯金すらできない

高齢女性

シングル
マザー

非正規
雇用者

0
10
20
30
40
50
60
70

80

15～
24歳

25～
34歳

35～
44歳

45～
54歳

55～
64歳

65歳
以上

2014 年

1990年48.6

40.5

20.5

28.0
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20.8

48.3
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73.1（％）

【表 1】年齢階級別非正規雇用者の割合

2000年2000年

40.5

15.8
23.1 24.6

32.6

56.3

引用：総務省統計局「統計 Today No.97」（2015）

雇用者全体を 100％とした値
（役員、自営業などを除く）
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